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―福岡高裁（佐賀地裁開門判決事件控訴審）判決の解説その１― 
 

２０１０年１２月７日 
よみがえれ！有明海訴訟弁護団 

 
１ はじめに 

福岡高裁判決は、以下のような理由で、佐賀地裁判決の結論を支持しまし

た。 
 
２ 漁業行使権の侵害（漁業被害）について 

「漁業被害の発生が認められるためには、当該漁業行使権の基礎となる漁業

権の免許がされた漁場内において、同漁業権の内容となっている漁獲物につ

いて、漁獲量の有意な減少等が認められなければならないが、他方、これが

認められれば漁業行使権という権利が侵害されているというに十分であり、

個別の漁業行使権者の漁獲量が実際に減少していること等を要しない」とい

う一般論を述べたうえで、「本件潮受け堤防締切り後に、諫早湾及びその近傍

場における魚類の漁獲量が有意に減少していることが認められる」ことを前

提に「漁業被害の発生が認められる」と判断しました。 
このような判断の手法は、漁業行使権の前提となる物権的な請求権の侵害に

ついて、一般的な法律的な考え方に基づいて、当然の判断を示したものです。 
 
３ 本件事業（本件潮受け堤防の締切り）と漁業被害との因果関係 

本件裁判の最大の争点である因果関係については「諫早湾においては、本件

潮受堤防による締切りによっては１５５０ｈａもの干潟が消失したものであ

る。また、諫早湾及びその近傍部においては、本件潮受け堤防の締切りによ

って、潮汐及び潮流速が減少しており、成層度が強化し貧酸素水塊の発生が

促進されている可能性が高い（さらに、赤潮の発生が促進されている可能性

もある。）すなわち、諫早湾及び近傍部においては、本件潮受け堤防の締切り

によって、魚類資源の減少に関与する可能性のある要因が複数生じた可能性

が高い」と、締切りによる諫早干潟の喪失と潮流の減少という当然の事実を

認定しました。 
そして、国の全国的にも漁獲量が減少しているという主張に対して、「諫早

湾においては、本件潮受け堤防の締切り後、全国的な傾向よりもはるかに急

激に漁獲量が減少しており、同じ閉鎖性海域である八代海よりも急激な漁獲

量が減少しているというべきである」と諫早湾における急激な漁獲量の減少

を認定しました。 
さらに、「国は、本件潮受堤防の締切り以外の有明海特有の要因も存在する

と主張するが、それらの要因による漁業被害発生の可能性は抽象的なものに

すぎない」とまで言及しました。 
そして、それらの総合的な判断として「以上を総合すると、本件潮受け堤防

によって」近傍場漁民の「漁業被害が発生した蓋然性が高いというべきであ

り、経験則上、本件潮受堤防の締切りと漁業被害との間の因果関係を肯定す
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るのが相当である」と判断しました。 
原判決は、「信義則上，中・長期の開門調査を実施して，因果関係がないこ

とについて反証する義務を負担しており，これが行われていない現状におい

ては，上記の環境変化と本件事業との間に因果関係を推認することが許され

るものというべきである」と判断しましたが、そのような理論を述べるまで

もなく、高裁判決は、因果関係が当然に認められると判断したのです。 
これも、法的因果関係の判断について、証拠の総合判断によるという一般的

な考え方を前提にしたにすぎないものであり、当然の判断と言えます。 
 
４ 本件事業の公共性について 

本件事業の公共性については、近傍場の原告らについては「生活の基盤にか

かわる権利である漁業行使権に対する高度の侵害を受けているのに対し、本

件潮受堤防の防災機能は限定的なものであり、現時点において、本件干拓地

における営農にとって本件潮受堤防の締切りが必要不可欠であるとはいえな

い。また、本件各排水門を常時開放しても、防災上やむを得ない場合にこれ

を閉じることによって、その防災機能を相当程度確保することができる。さ

らに、現時点において、本件各排水門を常時開放することによって過大な費

用を要することとなるなどの事実は認められない」「以上によれば」近傍場の

１審原告らの「本件各排水門の常時開放請求を、防災上やむを得ない場合を

除き常時開放する限度で認めるに足りる程度の違法性は認められる」と判断

しています。 
生活の基盤にかかわる権利を侵害された漁業者の被害へ配慮したうえで、防

災機能が限定的であるということを正しく認定した判断と言えます。 
 
５ まとめ 

ここまでの検討からも明らかなように、福岡高裁判決は、本件事業の問題点

を、適切に事実認定した正当な判決と言えます。 
最高裁への上告手続きは、憲法の解釈に誤りがあることなどを理由にしてし

かできませんし（民事訴訟法３１２条）、上告受理の申立も最高裁判所の判例

違反ないし法令の解釈に関する重要な事項を含む場合などに限られます（民

事訴訟法３１８条）。 
福岡高裁判決は、憲法解釈の誤りが含まれるものではありませんし、最高裁

判例違反や法令の解釈に関する重要な事項を含む場合でもありません。 
むしろ、福岡高裁判決は、一般的な当然の法理論を前提にした判断でありま

すので、国には上告及び上告受理の理由はまったくないというべきです。 
以上 


